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１．組織紹介 
 

 

この度は執筆の機会をいただき、感謝申し上げ

ます。1998年８月号に音楽ユニオンの組織紹介を

掲載させていただく機会がありました。本稿執筆

にあたり当時の原稿を読み返したところ、演奏機

会の確保、新しい技術による機械的失業など四半

世紀を過ぎてもなお抱える課題の本質に大きな変

化がないことに驚きました。 

本稿では、フリーランスのために職能労働組合

ができることをテーマに、音楽家をとりまく諸課

題と、それらへのとりくみを紹介します。 

その前に、私たちをご存知ない方のために、簡

単に組織紹介をします。 

音楽ユニオンは1983年10月にプロの音楽家で構

成する単一の職能労働組合として結成され、法人

格を有しています。最大の特徴は、演奏家だけで

はなく、作詞・作曲・編曲から音響や事務などの

スタッフに至るまで、音楽に関連するあらゆる職

業に就くフリーランスもオーケストラ等で雇用契

約を結んで働く音楽家も個人加盟している点です。 

以来、働き方の別を超え「音楽家の社会的・経

済的地位の向上」を目標に運動を推進し、2023年

に結成40周年を迎えました。 
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目標達成のための具体的な活動として、主に①

基準演奏料（ミニマム・スケール）の締結、②国

への文化政策提言、③市民と協力して生演奏の場

を拡大することを、音楽家の組合らしく演奏を通

じて実現を図っています。 

その一例が、毎年３月に３（ミュー）１（ジッ）

９（ク）の語呂合わせから、３・19「ミュージッ

クの日」コンサートと銘打ち、音楽家の置かれた

状況を広く社会に訴える活動を30年以上つづけて

います。 

 

２．文化芸術をとりまく環境 

～余暇・娯楽から産業への転換 
 

2017年、国はそれまでの文化政策を一変しまし

た。それまで文化は国民の余暇・娯楽として扱わ

れてきましたが、2017年６月に内閣府立案の「経

済財政運営と改革の基本方針2017」が閣議決定さ

れると、文化は一夜にして「産業」へと転換しま

した。 

これは増え続けるインバウンドによる経済効果

を利用し、日本の文化資源を活用した「稼ぐ文化」

を標榜し、文化ＧＤＰを2025年までにＧＤＰ比

３％程度＝18兆円までに拡大することをめざすも

のでした。 

音楽ユニオンは結成当時から、音楽家は音楽と

いう産業に従事する労働者であり、労災など社会

保障制度を適用すべきだと訴えてきました。その

意味では、2003年に起きた新国立劇場合唱団員争

議は、文字通り音楽家の労働者性をかけた大争議

となりました。 

国立の施設に付属する合唱団でありながら社会

保障の適用はおろか、３年ごとのオーディション

で団員を入れ替える偽装請負的な契約を締結して

いました。10年以上の裁判闘争を経て、最高裁判

所において労組法上の労働者性を確認するにいた

りました。 

このような長期裁判となった背景には、国が音

楽家特有の働き方を把握してこなかったという遠

因があると感じています。 

2017年の政策転換により近年、文化庁予算に文

化芸術分野で働く人々の実態調査費用が計上され

るようになりつつあります。しかし、少ない予算

と人手では限界があります。2024年度の文化庁予

算は1,062億円、国家予算の0.09％に過ぎません。 

そこで音楽ユニオンでは1990年代に「超党派音

楽議員連盟」を組織し、「文化省」創設運動を進

めてきました。現在は多ジャンルの芸術団体で組

織する「文化芸術推進フォーラム」を事務局とし、

音議連も「超党派文化芸術振興議員連盟」(以下、

文芸議連)へと発展的に改組し「文化芸術省」の

創設をめざしています。 

以上、文化政策の変遷を概観しましたが、次項

では具体的な課題について述べてゆきます。 

 

一般会計に占める文化庁予算の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：百万円）

国家予算 文化庁予算 割合（％）

2014 113,213,800 103,592 0.092

2015 107,393,100 103,793 0.097

2016 109,937,900 103,965 0.095

2017 112,219,100 104,272 0.093

2018 109,721,500 107,729 0.098

2019 113,897,500 106,709 0.094

2020 115,533,300 106,715 0.092

2021 106,609,700 107,500 0.101

2022 107,596,400 107,555 0.100

2023 114,381,200 107,700 0.094

2024 112,071,700 106,200 0.095

毎年、増えてはいるものの、国家予算に占める割合は世界

各国と比べて著しく低い 
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３．昨今のフリーランスを 

とりまく環境と対応 
 

１）コロナ禍と社会保障 

① フリーランスの社会保障の脆弱性 

音楽家の権利獲得の歴史は、必ずしも平たん

ではありませんでした。組合結成につながった

燃え上がるような権利意識も、法律の整備や社

会常識の変化により、穏やか（？）だった時期

もあります。 

雰囲気が一変したのは2020年２月26日に政府

から突如発表された新型コロナウイルス感染防

止を目的とした「イベント自粛要請」と、「不

要不急」という言葉、そして給付額に差をつけ

た「臨時休業保護者支援」でした。 

政府は「要請」という言葉を使うことで支援

策を示すことなく「三密」を口実にライブハウ

ス・劇場を感染源と決めつけ、私たちは生業を

失いました。 

一方、海外に目を転じると、同時期のドイツ

やフランスでは、1970～80年代に整備された社

会保障制度からフリーランスの芸術家たちへい

ち早く生活支援金が給付されると共に、文化大

臣が文化芸術の必要性を訴える姿に、隔世の感

を抱いたものです。 

日本におけるフリーランスの社会保障の脆弱

性は従前より指摘されてきたことではありまし

たが、コロナ禍で顕在化した危機を福に転ずべ

く、私たちはすぐさま音楽家の命と生業を守る

とりくみを開始しました。 

まずは声明を発出し、音楽家だけでなく文化

芸術業界全体への経済的支援の必要性を訴えま

した。続いて、支援を引き出すには科学的根拠

を持った数字が必要と考え、被害の実態調査を

実施しました。 

集計結果への反響は大きく、文芸議連をはじ

め関係団体と連携して調査結果を関係省庁や各

政党に示し、このままでは文化芸術の灯が消え

るとして、前例のないことでしたが所得を失っ

た文化芸術関係者への支援金支給を要請しまし

た。 

一連の行動は大きな成果を生み、紆余曲折を

経て特別定額給付金や持続化給付金、月次支援

金、さらには文化庁第二次補正予算で「文化芸

術活動の継続支援事業」として506億円が計上

されるに至りました。継続支援事業で音楽ユニ

オンは、申請に必要な「プロ認証」を発行する

統括団体として微力ながら役目を果たしました。 

その他、フリーランスで国民健康保険に加入

している場合、コロナ罹患時に傷病手当金が支

給されないことから、制度改定を求め厚労省へ

要請するなど、フリーランスの声を代弁する活

動を展開しました。 

 

② 文化芸術関係者への社会保障のあり方を模索

する議論 

コロナの混乱がすこし落ち着くと、フリーラ

ンスの社会保障制度改善を求める機運が一気に

盛り上がりました。 

もともと1980年にユネスコが発表した「芸術

家の地位に関する勧告」では、フリーランスの

芸術家にも他の産業の労働者と同等の社会保障

を提供することが勧告されています。日本も勧

告を批准していますが、適切な施策が追いつい

ていません。 

実はコロナ禍に先立つ2019年、俳優を中心に

フリーランスとして働く芸能従事者を対象とし

た労災特別加入制度の創設を求める運動が始動

しました。 

音楽ユニオンでも議論を重ね、労働者性の確

立との間で葛藤もありましたが、俳優はアクシ
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ョンにおいて事故が多いこと、音楽家も日々異

なる現場で演奏するなど移動が多いことから、

何も補償がない状態を少しでも是正するとりく

みに賛同しました。 

様々な評価があることは承知していますが、

特別加入制度を足掛かりにフリーランスへの社

会保障の必要性を訴え、労基法上の労働者と同

等の制度適用をめざすこととしました。 

2021年１月、芸能従事者等を対象とした労災

特別加入制度が官報に公布されました。現在で

はフリーランス法の施行にあわせ、全職種で特

別加入が認められるようになりました。 

特別加入制度創設と並行して、コロナ禍を教

訓に前出の文化芸術推進フォーラムと文芸議連

が協力し、ドイツ・フランス・韓国などを参考

に、フリーランスの社会保障制度のあり方につ

いて議論しています。労災やキャンセル時の収

入保障などハードルは高いですが、フリーラン

スが安心して活動に集中できるよう知恵を出し

合っています。 

 

２）インボイス制度 

「三密回避」「おうち時間」の徹底により、エ

ンターテインメント業界のコロナ禍からの復興は

遅々として進まず、自粛要請から２年経った2022

年の興行実績は2019年比で６割程度に止まってい

ました。そこに追い打ちをかけたのが、適格請求

書等保存方式、いわゆるインボイス制度です。 

そもそも音楽家は労務の対価として演奏料を受

け取っていることから、それは労基法上の賃金と

考えるべきだという私たちの声も、国会での「消

費税は預り税ではないため益税は存在しない」と

の答弁（令和５年２月10日、衆議院内閣委員会・

金子財務大臣政務官（当時））も、益税批判の圧

倒的世論の前にかき消されそうになりました。 

2022年10月、制度の認知度や予想される影響に

ついてアンケート調査を実施し、集計結果を関係

省庁等へ提出しました。その他、関係団体と協力

しながら制度廃止を訴えてきました。残念ながら

制度廃止には至りませんでしたが、それでも2022

年12月の「令和５年度税制改正の大綱」において

「激変緩和措置」が設けられ、一定の効果を発揮

しました。 

後述するフリーランス法でも触れますが、パワ

ーバランスが不均衡な状態で発注者と受注者が消

費税の扱いについて議論することはとても困難で、

そこには行政による一定の介入が不可欠だと考え

ています。 

2024年４月、改めてアンケートを実施しました

が、前回同様、制度への不満は高い数値を示して

います。今後も労働者性の確立と合わせて、対応

してゆきたいと考えています。 

 

３）フリーランス法 

文化芸術分野におけるフリーランスの働き方の

改革は、思わぬ方向からやってきました。2020年

６月、全世代型社会保障検討会で「フリーランス

として安心して働ける環境を整備するためのガイ

ドライン（案）」策定の方針が決定し、同年12月

にパブリックコメントが募集されました。 

続いて2022年９月に「フリーランスに係る取引

適正化のための法制度の方向性」、2024年５月に

は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関す

る法律施行令（案）」に対する意見募集が行われ、

同年11月にフリーランス法（以下、フ法）が施行

されました。 

産業へと転向して７年を経て、ようやく商取引

の原点である契約のあり方にたどり着きました。

しかしその内容は、必ずしも十分なものとは言い

切れない面が多々あります。 

最大の課題は、従来の口約束から近代化し契約

書文化を根付かせようとする意図は良いのですが、
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インボイス制度同様、発注者と受注者の力の差を

当事者間の話し合いに委ねている点にあります。 

韓国では文化芸術を９分野65種に分け、国が介

在する形で「標準契約書」を作成し、パワーバラ

ンスの均衡を図っています。その成果は目覚まし

いものがあり、2023年度の韓国における知的財産

の貿易収支は約300億円の黒字を記録しています。 

もうひとつは、中間事業者を挟んだ場合の契約

のあり方に言及していない点です。文化芸術分野

は多くの専門家が多層的に協力し合うことで優良

な作品を作り上げるという特性があります。しか

し、フ法では三面契約や中間事業者の存在を十分

に想定していないため、産業固有の課題には効果

を発揮することができずにいます。 

三つ目の課題は、キャンセル規定、社会保障に

いっさい触れていない点です。現在、宿泊業をは

じめ飲食店など各種サービス業において、キャン

セル料規定は常識となっています。 

しかし文化芸術分野では、台風などによる興行

中止や番組制作費の削減による出演料の減額や未

払といった最終的なリスクは、出演者に押し付け

られがちです。日々の活動による収入が頼りのフ

リーランスにとっては、文字通り死活問題です。

しかし、フリーランスの音楽家のような弱い立場

では、「次の機会に声をかけるから」という社交

辞令を信じ、受け入れざるを得ないのが現状です。 

さんざん悪口を述べてきましたが、フ法には他

にはない良い点もあります。その最たるものが、

ハラスメント防止を規定したことです。 

2019年６月に「女性の職業生活における活躍の

推進等に関する法律等の一部を改正する法律」が

公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均

等法、育児・介護休業法が改正されました（2020

年６月１日施行）。これにより事業主にハラスメ

ント防止措置が義務化されましたが、フリーラン

スへの防止措置は努力義務に止まっています。 

私たちは関連団体と協力して、先に記した二度

にわたるパブリックコメントをはじめ、厚労省へ

の申入れなど機会あるごとにハラスメント防止の

徹底を要請してきました。成立したフ法の条文を

みると課題がない訳ではありませんが、法律施行

令を含めハラスメント防止が成文化されたことは、

大いに評価したいと考えています。 

最後に、フ法において私たちが訴えたいことは、

本法の趣旨を体現するには、発注者側の理解が不

可欠だということです。 

フ法施行の直前、とある大手出版社が労務費を

最大で約40％引き下げることを受注者に迫る事件

が発生しました。フリーランスと雇用労働者は就

労条件が異なるだけで、ともにひとつのものを創

造する仲間であることを常に意識していただきた

いと願っています。 

音楽ユニオンでは現在、あるべき契約書の雛形、

そして契約書の要点をまとめたチェックシートの

作成を進めており、少しでも安心して活動できる

契約内容を提唱してゆきます。 

また、３年後の法律改訂に向け、会員からの実

態聴取、関係団体との勉強会などを通じて意見の

集約を図り、発注者・受注者双方が納得して契約

を結べる環境を醸成してゆきたいと考えています。 

 

４）ＡＩ技術と音楽文化 

本稿冒頭、1998年と本質的に変わらない課題が

継続していると述べました。ここまでは就労環境

について述べてきましたが、続いては機械的失業

についてお話しします。 

技術の進歩により本来、音楽家がするべきこと

が機械にとって代わられることを「機械的失業」

と呼びます。古くはレコードの登場、カラオケの

発明、そして1990年代はコンピューターの進歩で

した。 

その度に音楽家は、著作権および実演家の権利
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を守る著作隣接権を改定し、経済的補償を受けら

れる仕組みを構築してきました。それにより創造

→利用→享受の「創造のサイクル」が生まれ、私

たちはそれらを糧に生活し、活動を継続してきま

した。 

しかし2018年、著作権法30条の４が改訂され、

そのサイクルは崩壊の危機に瀕しています。ここ

数年で急激に身近な技術となった人工知能＝ＡＩ。

著作権法30条の４は、ＡＩ開発段階においては権

利者が自衛の策を講じない限り、無断・無償で必

要な範囲において著作物を利用できるとしました。 

Chat GPTの出現、そして2023年のＧ７広島サミ

ットで主要議題のひとつとしてＡＩ利用のあり方

が議論されると、にわかに社会的注目を集めまし

た。 

文化庁においても同年７月に第23期文化審議会

著作権分科会法制度小委員会において、生成ＡＩ

と著作権に関する論点整理が開始されました。し

かし、ここでの審議は、現行の著作権法とＡＩ技

術の関係を整理し「（法の）解釈に当たっての一

定の考えを示す」ことに止まり、現状の課題に法

律が追いつく機会を逸してしまいました。 

なぜなら、著作権法30条の４は海賊版サイトの

利用を制限していないため、いくら権利者が利用

制限の措置を講じたとしても効果は限定的なので

す。著作物を保護し、文化の発展に寄与すること

を目的に定められた著作権法を根底から否定する

事態を放置した中で、文化は発展し得るのでしょ

うか？ 

もちろん、新しい技術により、これまで表現す

ることができなかったことが可能になることもあ

るでしょう。重労働であった作業が軽減されるこ

とで、創造に充てる時間が増えることもあるでし

ょう。しかし生成ＡＩ技術は、演奏も含めた音楽

家のあらゆる仕事が、表現する心を持たない機械

にとって代わられる可能性を秘めており、大きな

脅威となっています。 

ＥＵでは、ＡＩという未知の技術が人間と共存

し得るものなのか、という根本的疑念から議論を

重ね、ＡＩの用途にあわせ開発の段階を制限する

ことを検討しています。デカルトが説く「我思う、

故に神あり」という方法論的懐疑は、文化が社会

に対して疑問を呈する役割と通底しており、文化

の社会的役割への理解の差に、我々が果たすべき

役割がまだまだあると実感します。 

また、機械的失業に対応する新たな経済的補償

制度については、議論の緒にも就いていません。

音楽ユニオンとしては、いかに経済的権利を守り

ながら新しい技術を活用し、作品を創造できるの

かに着目し、これからの音楽文化のあり方を模索

して参ります。 

 

４．まとめ 

～職能労働組合ができること 
 

以上、フリーランスをとりまく環境と音楽ユニ

オンのとりくみを紹介してきました。最後に改め

て、職能労働組合がフリーランスのためにできる

ことをまとめたいと思います。 

ひとつは、コロナ禍で体験したように、社会そ

して世界との窓口であるということです。 

特定の所属集団を持たないフリーランスの音楽

家には、身の回りで起きている課題を他者と共有

したり、解決したりする術が限られています。音

楽ユニオンには音楽に関するあらゆる役割のプロ

フェッショナルが所属しており、それらの課題を

専門知識や経験を持つ仲間の支援を得て解決した

り、社会や政治へ声を届けたりすることができま

す。 
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それは時として、世界的課題への挑戦も含まれ

ます。音楽ユニオンはアジアを代表して、国際音

楽家連盟（ＦＩＭ／フランス・パリに本部を置く

世界70の国と地域の音楽ユニオンで構成される国

際組織。ＩＬＯやＵＮＩ-ＭＥＩにパートナーと

して参画し、音楽家の国際的課題の解決にとりく

む）の執行国の一員として、人種や性別、門地な

どへの差別に世界レベルでとりくんでいます。 

 

 

 

もうひとつは、新しい法律の解説や制度活用法

などの情報提供と、国へ労働環境や課題等を知ら

せる統括団体としての役割です。 

音楽家の置かれた社会的状況や法的不備を敏感

に察知して掬い上げる。さらに、文化芸術に携わ

る人々が社会機構に不可欠な要素として認識され

るよう努めることで、音楽家の社会的・経済的地

位を向上させることが職能労働組合としての最大

の役割と考えています。 

 

 

 

表現の不自由展を巡り 

助成打ち切りを決定した文科省への抗議行動 

オンライン上にあふれるコンテンツにかかる著作権・著

作隣接権のあり方を各国の音楽ユニオンと議論（＠国連

大学） 


